
県教育委員会及び市町村教育委員会相互の任免及び人事等に関する

連絡調整について

義務教育課

長野県教育委員会と市町村教育委員会（市町村学校組合教育委員会を含む。以下同

じ。）は、全県的視野に立って教育行政の適正かつ円滑な運営を図るため、教職員（

市町村立学校職員給与負担法第１条に規定する職員をいう。以下同じ。）の任免その

他の進退等に関して、次の了解事項を取り交わし、平成２３年６月 日から平成２４

年５月３１日までの間これを実施するものとする。

平成２３年６月 日

長野県教育委員会

教育委員会



了 解 事 項

１ 教職員の任免その他の進退について

（１）校長の任免その他の進退については、市町村の実情を勘案し全県的立場に

立って、長野県教育委員会と市町村教育委員会とが十分連絡の上、内申案を

得て速やかに事務処理を行うものとする。

（２）教頭の任免その他の進退については、市町村の実情を勘案し広い視野に立

って、長野県教育委員会と市町村教育委員会とが十分連絡の上、内申案を得

て速やかに事務処理を行うものとする。

（３）教職員（校長を除く。）の任免その他の進退については、校長の意見を尊

重する。

（４）教員（教育職員免許法第２条に規定する教育職員をいう。以下同じ。）の

新規採用については、長野県教育委員会教育長が採用候補者として推薦する

ものを内申する。

２ 平成２４年度教職員人事異動の基本方針について

平成２４年度教職員の人事異動の実施に当たっては、長野県教育委員会は、

市町村教育委員会の意見を尊重して異動の基本方針を確立し、両者協力してそ

の実現を期するものとする。

３ １及び２の取り扱いについては、別紙覚書によって適正に行う。

４ 人事の仕組みの検討について

義務教育関係教職員の人事の仕組みについては、中核市を含む市町村への人

事権の移譲のあり方等を踏まえ、関係機関の意見を聞きながら、多角的に検討

するものとする。



（別 紙）

覚 書

１ 教職員の人事について

人事についての秘密を厳守する。

（１）校長について（昇任の場合を含む。）

ア 長野県教育委員会は、市町村教育委員会と連絡の上、異動原案を作成する。

イ 市町村教育委員会は、異動原案により成案を得て速やかに内申書を提出する。

（２）教頭について（昇任の場合を含む。）

ア 長野県教育委員会は、市町村教育委員会と連絡の上、校長の意見を尊重し、

異動原案を作成する。

イ 市町村教育委員会は、異動原案により成案を得て速やかに内申書を提出する。

（３）教員について

ア 教員の人事については、これを校長に立案させることが望ましい。

イ 校長は、上記立案にあたり、市町村教育委員会と十分に連携を図るものとす

る。

ウ 長期在職者の異動については、校長の意見を尊重し、市町村教育委員会と長

野県教育委員会が十分に協議し、適切に対応するものとする。

（４）新規採用について

市町村教育委員会は、長野県教育委員会教育長が選考した適任者を内申する。

２ 連絡の方法について

（１）長野県教育委員会は、常時市町村教育委員会と連絡を取り合う。

ア 担当主幹指導主事は、学校訪問等により努めて市町村教育委員会と連絡を密

にする。

イ 担当主幹指導主事は、郡市連絡協議会あるいは教育長の会合等には努めて出

席し連絡を図る。

（２）特に連絡をする機会

１０月から２月の間において、担当主幹指導主事は、全般的な打合せや個々面

談による連絡の機会をつくる。この際の市町村教育委員会の出席者は、教育委員

長及び教育長とする。

３ 平成２４年度人事異動については、２月中旬を目途として異動原案の作成を完了

する。

４ 平成２４年度人事異動の最終決定は３月中旬とする。


